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本日開会の市議会３月定例会に提出いたしました議案のご審議

をお願いするにあたり、その提案理由の概要をご説明申し上げ

ます。 

議案は全部で２２件あり、予算案１２件、条例案７件、契約

案１件、その他１件、人事案１件となっております。 

以下、議案番号に従い順次、ご説明申し上げます。 

最初に、議案第２号、令和７年度御殿場市一般会計補正予算

（第８号）について申し上げます。 

 今回の補正額は、６億５，６００万円の増額で、補正後の予算

総額は、歳入歳出それぞれ５０７億９，０００万円となります。 

補正の背景といたしましては、第７号補正予算編成後の状況

変化により必要となりました予算の措置でございます。 

歳出の主なものは、基金積立金、子どものための教育・保育

給付費及び公的病院等運営費補助事業の増額並びに社会資本整備

総合交付金事業及び街路関連事業の減額でございます。  

歳入の主なものは、使用料及び市債の増額並びに繰入金の減額

で ご ざ い ま す 。 

また、事業の進捗により、繰越明許費及び地方債の追加及び

変更をするものでございます。 

次に、議案第３号、令和８年度御殿場市一般会計予算について

申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ４４０億５，０００万円で

ございます。 

歳出の主なものについて、款別に申し上げます。 

２款の総務費は、ふるさと納税推進事業費、地区広場等改修

事業費、情報システム運用事業費、体育施設管理費などでござい



- 2 - 

ます。 

３款の民生費は、自立支援給付費、児童発達支援事業費、

子ども医療費助成事業費、子どものための教育・保育給付費、

保育所運営費、児童手当扶助費、生活保護扶助費などでござい

ます。 

４款の衛生費は、ごてんば版ネウボラ事業費、感染症予防

事業費、市民健康づくり事業費、ごみ収集運搬事業費などで

ございます。 

５款の労働費は、勤労者福祉事業費、就労支援事業費などで

ございます。 

６款の農林水産業費は、地域農政推進事業費、市単独農業施設

等整備事業費、土地改良区交付事業費、ほ場整備事業費などで

ございます。 

７款の商工費は、商工振興事業費、地域産業立地促進事業費、

観光振興事業費などでございます。 

８款の土木費は、道路維持補修事業費、社会資本整備総合

交付金事業費、市道新設改良舗装事業費、街路関連事業費など

でございます。 

９款の消防費は、広域行政組合消防費負担金、災害対策費など

でございます。 

１０款の教育費は、中学校施設整備費、子どものための

教育・保育給付費、学校給食諸経費などでございます。 

これらの事業に対する財源の性質別構成につきましては、

市税などの自主財源が２８５億８，０３２万円余で、歳入予算

の６４．９％、国庫支出金、県支出金、市債などの依存財源が

１５４億６，９６７万円余で、歳入予算の３５．１％の内訳と
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なっております。 

次に、議案第４号、令和８年度御殿場市国民健康保険特別会計

予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ７３億５，６００万円でござい

ます。 

歳出の主なものは、保険給付費、国民健康保険事業費納付金

及び保健事業費でございます。 

歳入の主なものは、国民健康保険税及び県支出金でございます。 

次に、議案第５号、令和８年度御殿場市救急医療センター

特別会計予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ５億２，４００万円でござい

ます。 

 歳出の主なものは、救急医療センターの維持管理費及び診療

業務に要する経費でございます。 

 歳入の主なものは、診療収入、証明手数料、小山町からの

負担金及び一般会計繰入金でございます。 

次に、議案第６号、令和８年度御殿場市介護保険特別会計

予算について申し上げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ６５億円でございます。 

歳出の主なものは、保険給付費、総務費及び地域支援事業費

でございます。 

歳入の主なものは、保険料、支払基金交付金及び国庫支出金

でございます。 

次に、議案第７号、令和８年度御殿場市後期高齢者医療特別

会計予算について申し上げます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ１５億２，３００万円でござい
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ます。 

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金でござい

ます。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料でございます。 

次に、議案第８号、令和８年度御殿場市上水道事業会計予算

について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、水道料金、水道利用加入金、他会計負担金

などで、総額１６億５，３６６万８千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費、

企業債の支払利息などで、総額１６億２４２万７千円でござい

ます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、他会計負担金、工事負担金などで、総額

３，３３１万円でございます。 

支出につきましては、設備機器更新、取水ポンプ盤更新工事

などの建設改良費、配水管布設工事などの拡張事業費、老朽管

更新事業費、企業債の償還金などで、総額１５億５，９３０万

４千円でございます。 

不足分の財源につきましては、損益勘定留保資金などで補塡

する予定でございます。 

次に、議案第９号、令和８年度御殿場市工業用水道事業会計

予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、水道料金、預金利息などで、総額

６，１１０万６千円でございます。 
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支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費

などで、総額６，０８３万２千円でございます。 

次に、資本的支出について申し上げます。 

配水管布設替工事費などの建設改良費で、総額６，５５２万

８千円でございます。 

これらの財源といたしましては、建設改良積立金などで補塡

する予定でございます。 

次に、議案第１０号、令和８年度御殿場市簡易水道事業会計

予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、水道料金、水道利用加入金、財産区繰入金

などで、総額９，７１３万５千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、事務費、減価償却費

などで、総額９，７１３万５千円でございます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、財産区繰入金で、１億５，１４１万円

でございます。 

支出につきましては、取水ポンプ入替及び浚渫
しゅんせつ

業務委託など

の建設改良費、配水管布設工事の拡張事業費で、総額１億

５，１４１万円でございます。 

次に、議案第１１号、令和８年度御殿場市公共下水道事業

会計予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、下水道使用料、一般会計負担金などで、

総額１３億７，５０６万４千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、減価償却費、企業債
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の支払利息などで、総額１３億９，８０８万円でございます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、国庫補助金、一般会計負担金、企業債

などで、総額１５億８，６９０万９千円でございます。 

支出につきましては、脱水機更新工事などの建設改良費、

企業債の償還金などで、総額２０億２，３６８万２千円でござい

ます。 

不足分の財源につきましては、損益勘定留保資金などで補塡

する予定でございます。 

次に、議案第１２号、令和８年度御殿場市農業集落排水事業

会計予算について申し上げます。 

最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、農業集落排水施設使用料、一般会計

負担金などで、総額７，３７２万７千円でございます。 

支出につきましては、施設の維持管理費、減価償却費、企業債

の支払利息などで、総額７，５６４万５千円でございます。 

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。 

収入につきましては、国庫補助金及び一般会計補助金で、総額

９，５８０万円でございます。 

支出につきましては、機能強化対策事業計画作成業務などの

建設改良費、企業債の償還金などで、総額２，４２３万４千円

でございます。 

不足分の財源につきましては、損益勘定留保資金などで補塡

する予定でございます。 

次に、議案第１３号、令和８年度御殿場市公設浄化槽事業会計

予算について申し上げます。 
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最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。  

収入につきましては、公設浄化槽使用料、一般会計補助金

などで、総額８，７２８万７千円でございます。  

支出につきましては、浄化槽の維持管理費、事務費、減価償却費

などで、総額８，９２１万４千円でございます。  

次に、資本的収入及び支出について申し上げます。  

収 入 に つ き ま し て は 、 浄 化 槽 分 担 金 及 び 負 担 金 、 国 庫

補助金、県補助金、一般会計補助金などで、総額４，７４３万

２千円でございます。  

支出につきましては、公設浄化槽設置工事費などの建設改良費

で、総額４，７４３万２千円でございます。  

次に、議案第１４号、富士山木のおもちゃ美術館条例制定に

について申し上げます。 

本案は、市内外の多世代の方々が、木に触れながら木材

の 良 さ や 温 も り を 感 じ ら れ る 木 育 の 拠 点 施 設 と し て 、

本 年 ８ 月 に 供 用 開 始 を 予 定 し て お り ま す 、 富 士 山 木 の

お も ち ゃ 美 術 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 し 、 新 た に 条 例 を

制 定 す る も の でございます。 

次に、議案第１５号、御殿場市特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例制定について申し上げます。 

本案は、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、

令和８年度より全ての自治体で乳児等通園支援事業を実施する

ことになったため、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例を制定するものでございます。 

次に、議案第１６号、御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー

発電事業との調和に関する条例制定について申し上げます。 
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本案は、発電出力が１０キロワット以上の再生可能エネルギー

発電事業を行う場合において、自然環境、景観、生活環境等と

調和した事業とするために必要な事項を定める条例を制定する

ものでございます。 

次に、議案第１７号、御殿場市行政手続条例の一部を改正する

条例制定について申し上げます。 

本案は、行政手続法 に規定する不 利益処分に係 る 聴聞 等

の通知の内容について、インターネット等を利用して確認

で き る よう改正されたことから、同様の改正を行うも の で ご

ざいます。  

次に、議案第１８号、御 殿 場 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 制 定 に ついて申し上げます。 

本案は、建築基準法及び静岡県手数料徴収条例の改正に伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

次に、議案第１９号、御殿場市国民健康保険税条例の一部

を 改 正 す る 条 例 制 定 に ついて申し上げます。 

本案は、令和７年３月３１日付け地方税法施行令等の一部を

改正する政令の公布に伴い、課税限度額を変更するため、所要

の改正を行うものでございます。 

次に、議案第２０号、御殿場市消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例制定について申し上げます。 

本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の改正に伴い、非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額

及び扶養に係る補償基礎額の加算額について、所要の改正を行う

ものでございます。 

次に、議案第２１号、富士御殿場工業団地開発事業地内の
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用地取得について申し上げます。 

本案は、御殿場市土地開発公社が取得した富士御殿場工業団地

開発事業に係る土地につきまして、市が当該事業地を取得して

企業への販売を進めるべく、過日御殿場市土地開発公社と仮契約

を締結いたしましたが、その価格が２,０００万円以上、かつ、

面積が５，０００平方メートル以上であることから、議会の議決

を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。 

次に、議案第２２号、市道路線の認定について申し上げます。 

今回の認定は２路線で、都市計画法第３２条協議に基づく認定

が１件、道路整備による認定が１件でございます。 

次に、同意第３号、御殿場市固定資産評価審査委員会委員の

選任について申し上げます。 

本案は、令和４年１月から御殿場市固定資産評価審査委員会

委員 としてご尽力をいただいております長田  広幸（おさだ  

ひろゆき）氏が、本年４月２９日をもって任期満了となること

に伴い、引き続き同氏を委員に選任いたしたく、議会の同意を

求めるものでございます。 

 

 以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わり

といたします。 

 慎重なご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。



 

 


